子ども会のマイクロバスの利用について（平成２２年４月以降のバス利用について摘要）
１　貸出条件　　　マイクロバスの利用は、一団体あたり、年二回までとし、子ども会の活動に限り許可するものとする。（抽選により決定するため必ず２回使用できるとは限らない）
２　運行範囲　　　市役所を中心に半径３５ｋｍの範囲内、かつ片道４０ｋｍ以内とする。
３　使用条件　　　子ども会としての活動実績があること。
（子ども会活動補助金の交付を受けていること）
４　利用人数　　　１４人以上２８人以内
５　使用日時　　　マイクロバスの使用日時は、毎日午前８時半から午後５時までとする。

　　　　　　　　　ただし、年末１２月２８日から翌年１月３日までは使用することができない。

　　　　　　　　　

６　仮申請書の提出　子育て課で受付　
使用したい月の３ヶ月前の１日から１５日（土・日・祝など閉庁日を除く）までに仮申請書を提出（使用希望日は一日のみ）

＊例　５月中に使用したい場合は、２月１日～２月１５日（土・日・祝などの閉庁日を除く）までに提出
※　申請後の変更は直ちに届け出なければならない。

※　使用許可後、天災地変その他やむをえない事由が生じた場合には、許可を変更または、取り消す場合があります。
７　使用団体の決定　財産管理課で使用団体を決定する

優先順位　第１順位　過去に使用実績のない団体

　　　　　　　　　　　　　　　第２順位　以前の使用から使用期間が経過している団体

　　　　　　　　　　　　　　　上位で順位をつけられない場合は抽選

８　決定通知　　　使用が決定した団体については、使用月の３ヶ月前の月末までに結果を通知
　　　　　　　　（使用したい月の２ヶ月前からは、空き日については先着順で予約開始）

９　申請書の提出　使用が決定した団体は、申請書・乗車名簿・地図を使用する日の１ヶ月前までに提出する
10　費用　　　　　無料

11　雨天の場合　　雨天でも利用の中止はできない。（余白に雨天決行と書く）
雨天でルート変更の場合、晴天用と雨天用の申請書を１組ずつ提出する。

12　注意事項　　　車内での飲酒は厳禁とする。
　　　　　　　　　車内には火薬、油類等の危険物を持ち込まない。

　　　　　　　　　運行中は、みだりに運転手に話しかけない。

　　　　　　　　　運行中は、引率者の責任のもと指導を行う。
　　　　　　　　　運行中の事故に関して、一切の責任を負いません。

　　　　　　　　　故意に車両等の破損が生じた場合は、修理代を頂く事があります。
13　その他　　　　日野市マイクロバス運行事業実施に関する要綱による。

以上の事柄を理解した上で、マイクロバスをご利用下さい。
問合せ先

子育て課　子育て係　　　　　　　　　　
電話　５８５－１１１１　内線　２５１７
